
法人市民税領収済通知書 法人市民税納付書 法人市民税領収証書

  所在地 及び 法人名   所在地 及び 法人名   所在地 及び 法人名

様 様 様

010 020 060 061 110 010 020 060 061 110 010 020 060 061 110

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

上記のとおり領収しました。

上記のとおり通知します。 上記のとおり納付します。

　（ 市 町 村 保 管 ） 　　（金融機関又は郵便局保管） 　（ 納 税 者 保 管 ）

 ◎領収証書は５年間大切に保管してください。

市町村コード 市町村コード 市町村コード

3 2 2 0 1 6 3 2 2 0 1 6 3 2 2 0 1 6

島 根 県 島 根 県 島 根 県

松 江 市 松 江 市 松 江 市
口　　座　　番　　号 加　　入　　者　　名 口　　座　　番　　号 加　　入　　者　　名 口　　座　　番　　号 加　　入　　者　　名

01330-5-960396 松江市会計管理者 01330-5-960396 松江市会計管理者 01330-5-960396 松江市会計管理者

年 度 ※　処　理　事　項 法人管理番号 年 度 ※　処　理　事　項 法人管理番号 年 度 ※　処　理　事　項 法人管理番号

事 業 年 度（算 定 期 間） 申 告 区 分 事 業 年 度（算 定 期 間） 申 告 区 分 事 業 年 度（算 定 期 間） 申 告 区 分

法人税割額 01 法人税割額 01 法人税割額 01

均 等 割 額 02 均 等 割 額 02 均 等 割 額 02

延 滞 金 額 03 延 滞 金 額 03 延 滞 金 額 03

督促手数料 04 督促手数料 04 督促手数料 04

合　計　額 05 合　計　額 05 合　計　額 05

納期限  年 　月 　日 納期限  年 　月 　日 納期限  年 　月 　日

金融機関
山陰合同銀行
本店 口
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日　計
取りまとめ店

ゆうちょ銀行
広島貯金事務センター 円
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法人市民税の納付について（松江市）

１．納付されるときは、管理番号・申告区分・事業年度（和暦）を必ず記入してください。

２．申告区分・コードは次のとおりです。

申告コード 申告区分

0１0 予　定
0２0 中　間
060 確　定
061 修　正
110 均等割

３．延滞金

４．納付場所

山陰合同銀行本・支店・出張所・代理店 中国労働金庫本・支店
島根県農業協同組合本・支店 米子信用金庫本・支店・出張所
島根銀行本・支店・出張所 島根中央信用金庫本・支店
しまね信用金庫本・支店 漁業協同組合ＪＦしまね本・支店
鳥取銀行本・支店・出張所 松江市役所・各支所
ゆうちょ銀行及び郵便局（中国5県内）

［問い合わせ先］

■納付に関すること

　税務管理課　収納係　（電話）0852-55-5143

■申告に関すること

　市民税課　　 諸税係　（電話）0852-55-5154

　法定納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数（地方税法第321条の12第3項及び第4項の規定
により延滞金の基礎となる期間から控除される期間があるときは、これを除く。）に応じ、税額に次の割合を
それぞれ乗じて計算した額を延滞金として徴収します。

 納期限の翌日から
 1月を経過する日まで

（１）各年の延滞金特例基準割合（※）が年7.3％に満たない場合
　　 当該延滞金特例基準割合に年１％を加算した割合（当該加算した割
     合が年7.3％を超える場合は年7.3％）
（２）各年の延滞金特例基準割合が年7.3％以上の場合　年7.3％

 納期限の翌日から
 1月を経過した日から

（１）各年の延滞金特例基準割合が年7.3％に満たない場合
　　 当該延滞金特例基準割合に年7.3％を加算した割合
（２）各年の延滞金特例基準割合が年7.3％以上の場合　年14.6％

　ただし、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算し、税額が2,000円未満
であるときは、その全額を切り捨てます。延滞金に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨て、延
滞金金額が、1,000円未満であるときは、全額を切り捨てます。この場合における年当たりの割合は、うるう
年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

（※）延滞金特例基準割合　前年に租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年1％
　　  を加算した割合



法人市民税領収済通知書 法人市民税納付書 法人市民税領収証書

  所在地 及び 法人名   所在地 及び 法人名   所在地 及び 法人名

様 様 様

010 020 060 061 110 010 020 060 061 110 010 020 060 061 110

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

上記のとおり領収しました。

上記のとおり通知します。 上記のとおり納付します。

　（ 市 町 村 保 管 ） 　　（金融機関又は郵便局保管） 　（ 納 税 者 保 管 ）

 ◎領収証書は５年間大切に保管してください。

市町村コード 市町村コード 市町村コード

3 2 2 0 1 6 3 2 2 0 1 6 3 2 2 0 1 6

島 根 県 島 根 県 島 根 県

松 江 市 松 江 市 松 江 市
口　　座　　番　　号 加　　入　　者　　名 口　　座　　番　　号 加　　入　　者　　名 口　　座　　番　　号 加　　入　　者　　名

01330-5-960396 松江市会計管理者 01330-5-960396 松江市会計管理者 01330-5-960396 松江市会計管理者

年 度 ※　処　理　事　項 法人管理番号 年 度 ※　処　理　事　項 法人管理番号 年 度 ※　処　理　事　項 法人管理番号

70000000 70000000 70000000

事 業 年 度（算 定 期 間） 申 告 区 分 事 業 年 度（算 定 期 間） 申 告 区 分 事 業 年 度（算 定 期 間） 申 告 区 分

8 4 1 9 3 31 8 4 1 9 3 31 8 4 1 9 3 31

法人税割額 01 10,000 法人税割額 01 10,000 法人税割額 01 10,000

均 等 割 額 02 60,000 均 等 割 額 02 60,000 均 等 割 額 02 60,000

延 滞 金 額 03 延 滞 金 額 03 延 滞 金 額 03

督促手数料 04 督促手数料 04 督促手数料 04

合　計　額 05 70,000 合　計　額 05 70,000 合　計　額 05 70,000

納期限 令和9年5月31日 納期限 令和9年5月31日 納期限 令和9年5月31日

金融機関
山陰合同銀行
本店 口

松江市末次町86番地 松江市末次町86番地 松江市末次町86番地

株式会社　松江青空商事 株式会社　松江青空商事 株式会社　松江青空商事

8 8 8
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記入例

松江市が指定している管理番号を入力してくださ

い（半角）

※不明な場合はお問合わせください

納付される税額の事業年度を

入力してください

納付される月が属する年度

を入力してください

納付される税額を入力してください

※合計額は自動計算されます

納期限を入力してください

申告区分を選択してください

納付される法人様の

・本店所在地

・法人名　      を入力してください


